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(57)【要約】
【課題】水泳時の泳者の動きを第三者が理解し易くする
こと。
【解決手段】タブレット端末装置１は、水泳時の動きの
要点となる部分を抽出した箇所における、水面上と水面
下の泳者の姿勢を同時に図示した作画により形成される
アニメーション動画を記憶する記憶部２と、アニメーシ
ョン動画を繰り返し再生可能なアプリケーション実行部
３と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水泳時の動きの要点となる部分を抽出した箇所における、水面上と水面下の泳者の姿勢
を同時に図示した作画により形成されるアニメーション動画を記憶する記憶部と、
　前記アニメーション動画を繰り返し再生可能な再生部と、
　を有することを特徴とする再生装置。
【請求項２】
　防水機能を備える請求項１に記載の再生装置。
【請求項３】
　コンピュータが、
　記憶部に記憶されている、水泳時の動きの要点となる部分を抽出した箇所における、水
面上と水面下の泳者の姿勢を同時に図示した作画により形成されるアニメーション動画を
再生する、
　ことを特徴とする再生方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は再生装置および再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スイミングスクール等において、トレーニングの効果を向上する試みが図られている。
【０００３】
　例えば、時刻タイミング・キューをつけた運動動作の複数の動画像データを記憶メディ
アに記憶する動画像記録装置と、かかる複数の動画像データの時刻タイミング・キューを
合致させて、仮想的に同時に複数の動画像をモニター画面に表示する同期再生装置とを有
することを特徴とする運動動作の画像記録・再生システムが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－３０９３３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えば、泳者を撮影した動画を用いて動きを説明する場合を考える。
【０００６】
　実写を用いた場合、被写体の人物は、水面の波による揺らぎと、水中の光の屈折により
、動きが不鮮明となる箇所がある。これにより、動きが分かりづらく、特に子供への説明
が難しいという問題があった。
　１つの側面では、本発明は、水泳時の泳者の動きを第三者が理解し易くすることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、開示の再生装置が提供される。この再生装置は、水泳時の
動きの要点となる部分を抽出した箇所における、水面上と水面下の泳者の姿勢を同時に図
示した作画により形成されるアニメーション動画を記憶する記憶部と、アニメーション動
画を繰り返し再生可能な再生部と、を有している。
【発明の効果】
【０００８】
　１態様では、水泳時の泳者の動きを第三者が理解し易くすることができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】実施の形態のタブレット端末装置を示す図である。
【図２】動画を説明する図である。
【図３】動画を説明する図である。
【図４】実施の形態のタブレット端末装置のハードウェア構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施の形態のタブレット端末装置を、図面を参照して詳細に説明する。
　＜第１の実施の形態＞
　図１は、実施の形態のタブレット端末装置を示す図である。
　実施の形態のタブレット端末装置（コンピュータ）１は、例えばスイミングスクールに
て指導者が操作する装置である。
　このタブレット端末装置１は、防水機能を備えており、プールサイドに設置することが
できる。
　タブレット端末装置１は、記憶部２とアプリケーション実行部３とを備えている。
【００１１】
　なお、記憶部２は、タブレット端末装置１が有するＲＡＭ（Random Access Memory）や
ＳＳＤ（Solid State Disk Drive）等が備えるデータ記憶領域により実現することができ
る。
【００１２】
　また、アプリケーション実行部３は、タブレット端末装置１が有するＣＰＵ（Central 
Processing Unit）が備える機能により実現することができる。
【００１３】
　記憶部２には、水泳方法を示すアニメーションの動画ファイルが１つ又は複数予め記憶
されている。このアニメーションは、実写ではなく、水泳時の動きの要点となる部分を抽
出した箇所がイラスト化されている作画のアニメーションである。従って、動画としても
単一のイラスト（静止画）としても再生することができる。また、動画として再生したと
きでも泳者が不自然な動きとならないように、ある程度の作画の枚数が確保されている。
【００１４】
　アプリケーション実行部３には、指導者の操作に応じて、記憶部２に記憶されている動
画を再生し、タブレット端末装置１のディスプレイに表示する。また、アプリケーション
実行部３は、指導者の操作に応じて、アニメーションの再生速度を変更したりする。
　この動画ファイルを利用するケースとしては、例えば、指導者が最初に生徒に泳ぎを教
える際に見せたり、指導者が生徒の欠点を指摘する場合等が挙げられる。
　図２および図３は、動画を説明する図である。
【００１５】
　図２および図３に示す動画は、平泳ぎの前向き呼吸を説明する動画である。なお、図２
および図３では、動作の再生ボタンや、音量のボリューム等、動画の再生に用いる機能の
図示を省略している。
【００１６】
　図２に示すように、平泳ぎの最初の動作から、泳者の動作を示す作画が順次再生される
。各作画は、泳ぎの特徴部分が分かり易いように、波しぶき等の動作の説明に重要ではな
いと思われる箇所が省略されている。もちろん、水の動きの説明が必要である箇所につい
ては、作画される。
【００１７】
　この動画は、水を１回掻き、１回息継ぎをする動作が、一度の再生で２回見られるよう
になっている。これにより、例えば、指導者は１回目で動作を説明した後に、確認のため
、２回目を見せるという行為を、一度の再生で実行することができる。また、生徒も１回
目の再生にて動作を見逃しても２回目の再生にて泳者の動きを確認することができる。ま
た、１回目の再生と２回目の再生に、少しだけ間隔を空けている。これにより、２回目の
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再生が開始されることを容易に把握することができる。
　図３に示すディスプレイ４には、動画のワンシーンが表示されている。主に上半身の動
作がクローズアップされている。
【００１８】
　ディスプレイ４には、泳者の水面と水中での動作が表示されている。実写の場合、水面
の波と水中の光の屈折を受けて、水面上と水面下の泳者の姿勢を画面上に同時に表示する
ことは困難であるが、この動画は作画のアニメーションであるため、水面上と水面下の泳
者の姿勢を分かり易く画面上に同時に表示することができる。例えば、図３に示す例では
、肘と肩が水面上にあることが容易に把握することができる。また、水面下の手の構えや
位置等を容易に把握することができる。また、図３に示す動画は、上半身の動作を説明す
るものであるため、下半身は動いていない。実写の場合は、撮影に当たり、お手本となる
ポジションを維持するのが困難な場合も考えられるが、作画のアニメーションでは、作画
により理想のポジションを容易に維持することができる。
【００１９】
　指導者が生徒を指導する際に動画を再生する場合には、指導者は任意の再生速度に切り
替えることができる。例えば、初めての生徒へはゆっくりのスピードで動画を再生する。
また、習熟度が上がってきた生徒に対しては通常のスピードで動画を再生する。動きの要
所要所がイラスト化されているので、ポイントになる場所でストップモーションにして説
明を加えることができ、子どももポイントで理解しやすい。
【００２０】
　また、泳ぐ前に動画を見せることにより、生徒は泳ぎのイメージを掴み易いという利点
がある。これは、特に泳ぎのイメージのできていない初心者レベルにおいて有効である。
【００２１】
　また、動画をリピート再生することにより、生徒に動画を繰り返し見せることができる
。これにより、例えば、リピート再生状態のタブレット端末装置１を練習場所近傍のプー
ルサイドに設置して練習することで、練習中も順番を待っている間、生徒に動画を見せ続
けることができる。
　また、タブレット端末装置１が防水機能を備えることで、プールサイドのみならず、プ
ールの内部に持ち込んで動画を見せることができる。
【００２２】
　また、水中または空中など、不安定で動きが速い種目の場合、実写ではスロー再生して
もブレが生じ、視認性が悪い場合が考えられる。動画は、作画のアニメーションであるた
め、スロー再生してもブレが発生せず、泳ぐ際のポイントを図示することができる。
【００２３】
　また、指導者自身が見本を見せる場合、泳ぎながら同時に言葉で説明することは極めて
困難だが、タブレット端末装置１にて動画を見せながら、指導者がポイントを同時に説明
することができる。
【００２４】
　また、指導者自身が水中で見本を見せる場合、水中の動作は生徒が潜ってみなければな
らないが、タブレットの場合は、生徒が潜らなくても水中動作の見本を見せることができ
る。なお、本実施の形態では、水上から見たときの動画を例示したが、水中から見たとき
の動画も容易に作成し、記憶部２に記憶させておくことができる。
【００２５】
　また、タブレット端末装置１は、カメラを用いた動画撮影機能を有している。動画撮影
機能を利用し、泳いだその場で生徒自身が自分の泳ぎを見ることができるため、セルフイ
メージと実際の泳ぎの修正をはかりやすい。また、指導者も一度見せた動画とどこが違う
のかを伝えれば良いので、指示が具体的になりやすく、生徒の理解を促すことができる。
　タブレット端末装置１の動画撮影機能を利用し、泳ぎの上達度を生徒自身が確認するこ
とができる。
【００２６】
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　なお、アニメーション動画は、複数の静止画により形成されているため、静止画として
も利用することができる。この場合、実写に比べてぶれがない画像をディスプレイ４に表
示できるという利点がある。
　次に、実施の形態のタブレット端末装置のハードウェア構成を説明する。
　図４は、実施の形態のタブレット端末装置のハードウェア構成を示す図である。
　タブレット端末装置１は、ＣＰＵ１０１によって装置全体が制御されている。
　ＣＰＵ１０１には、バス１０８を介してＲＡＭ１０２と複数の周辺機器が接続されてい
る。
【００２７】
　ＲＡＭ１０２は、タブレット端末装置１の主記憶装置として使用される。ＲＡＭ１０２
には、ＣＰＵ１０１に実行させるＯＳ（Operating System）のプログラムやアプリケーシ
ョンプログラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、ＲＡＭ１０２には、ＣＰ
Ｕ１０１による処理に使用する各種データが格納される。
【００２８】
　バス１０８には、内蔵メモリ１０３、グラフィック処理装置１０４、入力インタフェー
ス１０５、カメラ１０６、および通信インタフェース１０７が接続されている。
【００２９】
　内蔵メモリ１０３は、データの書き込みおよび読み出しを行う。内蔵メモリ１０３は、
タブレット端末装置１の二次記憶装置として使用される。内蔵メモリ１０３には、ＯＳの
プログラム、アプリケーションプログラム、および各種データが格納される。なお、内蔵
メモリとしては、例えばフラッシュメモリ等の半導体記憶装置が挙げられる。
【００３０】
　グラフィック処理装置１０４には、ディスプレイ４が接続されている。グラフィック処
理装置１０４は、ＣＰＵ１０１からの命令に従って、画像をディスプレイ１０４ａの画面
に表示させる。ディスプレイ１０４ａとしては、液晶表示装置等が挙げられる。また、デ
ィスプレイ１０４ａは、タッチパネル機能も備えている。
【００３１】
　入力インタフェース１０５は、ディスプレイ１０４ａおよび入力ボタン１０５に接続さ
れている。入力インタフェース１０５は、入力ボタン１０５ａやディスプレイ１０４ａの
タッチパネルから送られてくる信号をＣＰＵ１０１に送信する。
【００３２】
　カメラ１０６は、ＣＣＤイメージセンサ（Charge Coupled Device Image Sensor）など
の撮像素子によって、レンズを介して入射した画像を電気信号に変換する。
【００３３】
　通信インタフェース１０７は、ネットワーク５０に接続されている。通信インタフェー
ス１０７は、ネットワーク５０を介して、他のコンピュータまたは通信機器との間でデー
タを送受信する。
　以上のようなハードウェア構成によって、本実施の形態の処理機能を実現することがで
きる。
　＜第２の実施の形態＞
　次に、第２の実施の形態のタブレット端末装置について説明する。
　以下、第２の実施の形態のタブレット端末装置について、前述した第１の実施の形態と
の相違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
　第２の実施の形態のタブレット端末装置１は、ポイント選択モードと、ポイントズーム
モードを有している。
【００３４】
　ポイント選択モードでは、アプリケーション実行部３は、アニメーションの動画を再生
する際に、アニメーションの動画に併せてポイント選択ボタンをディスプレイ４に表示す
る。
【００３５】
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　アニメーションの動画を再生しているときに、例えば、指導者が泳ぎの動きの中で大切
なポイント（例えば、体の一部の姿勢等）であると思う箇所で、指導者は、ディスプレイ
４に表示されているアニメーションの該当箇所を指でタッチする。
【００３６】
　すると、アプリケーション実行部３は、その箇所をタッチした再生時刻（例えば、「ア
ニメーション開始から９．１秒」等）と、タッチした箇所（例えば、アニメーションの作
画における絶対座標等）とを関連づけたポイント情報を作成し、アニメーションの動画と
関連づけて記憶部２に記憶する。
　そして、ポイントズームモードでは、アプリケーション実行部３は、カメラ１０６によ
り撮像されている画像をディスプレイ４に表示する。
【００３７】
　例えば指導者により、ディスプレイ４の任意の箇所がタッチされると、アプリケーショ
ン実行部３は、カメラ１０６により撮像された画像を一時記憶して静止画の状態でディス
プレイ４に表示するとともに、記憶部２に記憶されたポイント情報に基づき、アニメーシ
ョンの作画をディスプレイ４に併せて表示する。
　なお、アプリケーション実行部３は、指導者がタッチした箇所をズーミングさせて、ア
ニメーションの作画の該当箇所と照らし合わせる。
　なお、照らし合わせる代わりに、２画面にしてそれぞれを表示するようにしてもよい。
【００３８】
　このように、第２の実施の形態のタブレット端末装置１は、指導者（撮影者）がズーム
するのではなく、タブレット端末装置１が自動的にズームするポイントを検出し、ズーム
する。これにより、生徒は、両者の違いを視覚的に理解することができる。
【００３９】
　以上、本発明の再生装置および再生方法を、図示の実施の形態に基づいて説明したが、
本発明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する任意の構成
のものに置換することができる。また、本発明に、他の任意の構成物や工程が付加されて
いてもよい。
　また、本発明は、前述した各実施の形態のうちの、任意の２以上の構成（特徴）を組み
合わせたものであってもよい。
【００４０】
　なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、タ
ブレット端末装置１が有する機能の処理内容を記述したプログラムが提供される。そのプ
ログラムをコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上で実現さ
れる。処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録
しておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、磁気記憶装置
、光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリ等が挙げられる。磁気記憶装置には、ハー
ドディスクドライブ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープ等が挙げられる。光デ
ィスクには、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ／ＲＷ等が挙げられる。光磁気記録
媒体には、ＭＯ（Magneto-Optical disk）等が挙げられる。
【００４１】
　プログラムを流通させる場合には、例えば、そのプログラムが記録されたＤＶＤ、ＣＤ
－ＲＯＭ等の可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータの記
憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピュー
タにそのプログラムを転送することもできる。
【００４２】
　プログラムを実行するコンピュータは、例えば、可搬型記録媒体に記録されたプログラ
ムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納する
。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに従
った処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラムを読み
取り、そのプログラムに従った処理を実行することもできる。また、コンピュータは、ネ
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ットワークを介して接続されたサーバコンピュータからプログラムが転送される毎に、逐
次、受け取ったプログラムに従った処理を実行することもできる。
【００４３】
　また、上記の処理機能の少なくとも一部を、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）、Ａ
ＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）、ＰＬＤ（Programmable Logic De
vice）等の電子回路で実現することもできる。
【符号の説明】
【００４４】
　１　タブレット端末装置
　２　記憶部
　３　アプリケーション実行部
　４　ディスプレイ

【図１】 【図２】
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